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平成 28年 12月 20日に同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されています。 

（基本給に関して問題とならない例、問題となる例を抜粋） 
（１）基本給 

① 基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しよ

うとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・

能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者

には、職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしな

ければならない。また、蓄積している職業経験・能力に一定の

違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなけれ

ばならない。 

＜ 問題とならない例①＞ 

・基本給について労働者の職業経験・能力に応じて支給している

Ａ社において、ある職業能力の向上のための特殊なキャリアコ

ースを設定している。無期雇用フルタイム労働者であるＸは、

このキャリアコースを選択し、その結果としてその職業能力を

習得した。これに対し、パートタイム労働者であるＹは、その

職業能力を習得していない。Ａ社は、その職業能力に応じた支

給をＸには行い、Ｙには行っていない。 

＜問題とならない例②＞ 

・Ｂ社においては、定期的に職務内容や勤務地変更がある無期雇

用フルタイム労働者の総合職であるＸは、管理職となるための

キャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等に

おいて、職務内容と配置に変更のないパートタイム労働者であ

るＹのアドバイスを受けながらＹと同様の定型的な仕事に従

事している。Ｂ社はＸに対し、キャリアコースの一環として従

事させている定型的な業務における職業経験・能力に応じるこ

となく、Ｙに比べ高額の基本給を支給している。 

＜問題とならない例③＞ 

・Ｃ社においては、 同じ職場で同一の業務を担当している有期

雇用労働者であるＸとＹのうち、職業経験・能力が一定の水準

を満たしたＹを定期的に職務内容や勤務地に変更がある無期

雇用フルタイム労働者に登用し、転換後の賃金を職務内容や勤

務地に変更があることを理由に、Ｘに比べ高い賃金水準として

いる。 

＜問題とならない例④＞ 

・Ｄ社においては、同じ職業経験・能力の無期雇用フルタイム労

働者であるＸとパートタイム労働者であるＹがいるが、就業時

間について、その時間帯や土日祝日か否かなどの違いにより、

ＸとＹに共通に適用される基準を設定し、時給（基本給）に差

を設けている。 

＜ 問題となる例＞ 

・基本給について労働者の職業経験・能力に応じて支給している

Ｅ社において、無期雇用フルタイム労働者であるＸが有期雇用

労働者であるＹに比べて多くの職業経験を有することを理由

として、Ｘに対して、Ｙよりも多額の支給をしているが、Ｘの

これまでの職業経験はＸの現在の業務に関連性を持たない。 

 

② 基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようと

する場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出

している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、業績・

成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。

また、業績・成果に一定の違いがある場合においては、その相

違に応じた支給をしなければならない。 

＜ 問題とならない例①＞ 

・基本給の一部について労働者の業績・成果に応じて支給してい

るＡ社において、フルタイム労働者の半分の勤務時間のパート

タイム労働者であるＸに対し、無期雇用フルタイム労働者に設

定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、無期雇

用フルタイム労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給

している。＜問題とならない例②＞ 

・Ｂ社においては、無期雇用フルタイム労働者であるＸは、パー

トタイム労働者であるＹと同様の仕事に従事しているが、Ｘは

生産効率や品質の目標値に対する責任を負っており、目標が未

達の場合、処遇上のペナルティを課されている。一方、Ｙは、

生産効率や品質の目標値の達成の責任を負っておらず、生産効

率が低かったり、品質の目標値が未達の場合にも、処遇上のペ

ナルティを課されていない。Ｂ 社はＸに対しＹに比べ、ペナ

ルティを課していることとのバランスに応じた 高額の基本給

を支給している。 

＜ 問題となる例＞ 

・基本給の一部について労働者の業績・成果に応じて支給してい

るＣ社において、無期雇用フルタイム労働者が販売目標を達成

した場合に行っている支給を、パートタイム労働者であるＸが

無期雇用フルタイム労働者の販売目標に届かない場合には行

っていない。 

（注）基本給とは別に、「手当」として、労働者の業績・成果に

応じた支給を行おうとする場合も同様である。 

 

③ 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとす

る場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の勤続年数である有

期雇用労働者又はパートタイム労働者には、勤続年数に応じた

部分につき、同一の支給をしなければならない。また、勤続年

数に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給

をしなければならない。 

＜ 問題とならない例＞ 

・基本給について労働者の勤続年数に応じて支給しているＡ社に

おいて、有期雇用労働者であるＸに対し、勤続年数について当

初の雇用契約開始時から通算して勤続年数を評価した上で支

給している。 

＜ 問題となる例＞ 

・基本給について労働者の勤続年数に応じて支給しているＢ社に

おいて、有期雇用労働者であるＸに対し、勤続年数について当

初の雇用契約開始時から通算せず、その時点の雇用契約の期間

のみの評価により支給している。 

 

④ 昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうと

する場合、無期雇用フルタイム労働者と同様に勤続により職業

能力が向上した有期雇用労働者又はパートタイム労働者に、勤

続による職業能力の向上に応じた部分につき、同一の昇給を行

わなければならない。また、勤続による職業能力の向上に一定

の違いがある場合においては、その相違に応じた昇給を行わな

ければならない。 

（注）無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又はパートタ

イム労働者の間に基本給や各種手当といった賃金に差がある

場合において、その要因として無期雇用フルタイム労働者と有

期雇用労働者又はパートタイム労働者の賃金の決定基準・ルー

ルの違いがあるときは、「無期雇用フルタイム労働者と有期雇

用労働者又はパートタイム労働者は将来の役割期待が異なる

ため、 賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽

象的説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、

職務内容、職務内容・配置の変更範囲、 その他の事情の客観

的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない。 

また、無期雇用フルタイム労働者と定年後の継続雇用の有期

雇用労働者の間の賃金差については、実際に両者の間に職務内

容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の違いがある場

合は、その違いに応じた賃金差は許容される。 

 


